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場所：静岡県庁 別館２０F 第一A会議室

（静岡市葵区追手町９－６）



省令、告示、定期点検要領の体系

法令・定期点検要領の体系

健全性の診断結果を、４段階に区分

道路法

政令

省令・告示

H25.9.2施行

・トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道

路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が

生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすお

それのあるものについて定期点検を規定

・５年に１回、近接目視を基本として実施

・健全性の診断結果を、４段階に区分

定期点検要領

・維持、点検、措置を講ずることを規定

（トンネル、橋などの構造物）

構造物に共通の規定

（トンネル、橋などの構造物）

各構造物毎に策定
・構造物の特性に応じ省令・告示に沿った具体的な点検方法

・主な変状の着目箇所、判定事例写真等

H26.3.31告示
H26.7.1 施行

H26.6.25策定

①省令・告示で、５年に１回、近接目視を基本とする点検を規定、健全性の診断結果を４つに区分。
（トンネル、橋などの構造物に共通）

②市町村における円滑な点検の実施のため、点検方法を具体的に示し、主な変状の着目箇所、
判定事例写真等を加えたものを定期点検要領としてとりまとめ。（トンネル、橋などの構造物毎）


